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○このマニュアルで引用される法令、通知の略称 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年法律第 123 号） 

⇒ 法 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準（平成 24 年厚生労働省令第 27 号）  

⇒ 基準省令 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業

の人員及び運営に関する基準について（平成 24 年 3 月 30 日障発 0330 第 21 号厚生労働省社会・援

護局障害保健福祉部長通知） 

⇒ 解釈通知 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要す

る費用の額の算定に関する基準（平成 24 年厚生労働省告示第 124 号）  

⇒ 報酬告示 

・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等

及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意

事項について（平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通

知） 

⇒ 留意事項通知  
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○はじめに 

 

 地域相談支援は法に基づく基準省令に具体的な運営に関しての規定があります。 

 地域相談は法に基づき都道府県・指定都市・中核市の指定を受けた「指定一般相談支援

事業者」が行います。 

札幌市では指定一般相談支援事業者は同時に計画相談支援を実施する「特定相談支援事

業者」の指定も受けているところがほとんどなので、計画相談支援を実施する相談支援専

門員が地域相談支援を実施することも多いかと思います。 

地域相談支援の従事者は相談支援専門員でなくともよいですが、従事者の一人以上は相

談支援専門員でなければならないと基準省令に定められています。そういう意味では相談

支援専門員が利用者に実施する直接支援サービスであるといえます。 

地域相談支援には「地域移行支援」と「地域定着支援」があることはご存知のとおりで

す。 

 このマニュアルでは、地域相談支援の実務に関して、国の法令通知等を中心に解説を入れて

説明しております。 
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第１ 地域移行支援（法第５条第 20 項） 

１ サービスの内容 

 障害 者支 援施 設等 に入所 して いる 障が い者又 は精 神科 病院

に入院 して いる 精神 障がい 者そ の他 の地 域にお ける 生活 に移

行するために重点的な支援を必要とする者につき、住居の確保

その他 の地 域に おけ る生活 に移 行す るた めの活 動に 関す る相

談その他の必要な支援を行う。 

 

２ 対象者 

 以下の 者のう ち、 ６か月以内 に地域 生活 への移行が 見込ま

れ、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者 

(1) 障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護

を行う病院に入所している障がい者 

  ※  児童福祉施設に入所する１８歳以上の者、障害者支援施

設等に入所する１５歳以上の障がい者みなしの者も対象。 

 

(2) 精神 科病 院（ 精神科 病 院以 外で 精神 病室 が 設け られ てい

る病院を含む）に入院している精神障がい者 

※ 地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第

２条第４ 項の指 定医療 機関も含 まれて おり、 医療観察 法の

対象とな る者に 係る支 援に当た っては 保護観 察所と連 携す

ること。 

 

(3) 救護施設又は更生施設に入所している障がい者 

 

(4) 刑事施設（刑務所、少年刑務所、拘置所）、少年院に収

容されている障がい者 

※ 保護観察所、地域生活定着支援センターが行う支援との

重複を避け、役割分担を明確にする観点等から、特別調整

の対象となった障がい者のうち、矯正施設から退所するま

での間に障害福祉サービスの体験利用や体験宿泊など矯正

施設在所中に当該施設外で行う支援の提供が可能であると

見込まれるなど指定一般相談支援事業者による効果的な支

援が期待される障がい者を対象とする。 

 

(5) 更生 保護 施設 に入所 し てい る障 がい 者又 は 自立 更生 促進

セ ンター 、就 業支援セ ンター 若し くは自立 準備ホ ーム に宿

泊している障がい者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 児 童 福 祉 施 設 の う ち 、

地 域 移 行 支 援 の 対 象 者

と な り 得 る の は 、 児 童

養 護 施 設 及 び 障 害 児 入

所施設  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特 別 調 整 ： 高 齢 又 は 障 が

い を 有 す る 矯 正 施 設 入

所 者 の う ち 特 別 の 手 続

き に よ り 対 象 者 を 選

び 、 帰 住 予 定 地 の 確 保

や 生 活 環 境 の 整 備 を 行

うこと。  

 

・ 特 別 調 整 の 対 象 者 と な

っ た 者 の う ち 、 障 害 福

祉 サ ー ビ ス の 体 験 利

用 、 体 験 宿 泊 な ど が 利

用 可 能 か ど う か に つ い

て は 、 保 護 観 察 所 又 は

地 域 生 活 定 着 支 援 セ ン

ターに確認が 必要  
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第２ 地域定着支援（法第５条第 21 項） 

１ サービスの内容 

居宅において単身であるため、又はその家族と同居している

場合であっても家族等の障がい・疾病等や当該障がい者の生活

環境の大きな変化その他の事情により、居宅における自立した

日 常 生 活 を 営 む 上 で の 各 般 の 問 題 に 対 す る 支 援 が 見 込 め な い

状況にある障がい者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の

特 性 に 起 因 し て 生 じ た 緊 急 の 事 態 等 に 相 談 そ の 他 必 要 な 支 援

を行う。 

   

２ 対象者 

(1) 居 宅 に お い て 単 身 で あ る た め 緊 急 時 の 支 援 が 見 込 め な い

状況にある者 

 

(2) 居宅において家族と同居している障害者であっても、当該

家族等が障がい、疾病等（注１）のため、障がい者に対し、

当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者 

 

(3) 居宅において家族と同居している障がい者で、同居する家

族に障がい、疾病のない場合であっても、地域移行支援を利

用して退院・退所した者、精神科病院の入退院を繰り返して

いる者、強度行動障がいや高次脳機能障がい等の状態にある

者等、地域生活を営むため緊急時に手厚い支援を必要として

いる者 

 

注１）障がい、疾病等の「等」は、家族等が高齢、入院又は就

労 し て い る 場 合 や 利 用 者 の 障 が い 特 性 に 起 因 し た 理 由 に

よ り 家 族 等 に 対 し て 他 害 行 為 を 行 う な ど 当 該 利 用 者 へ の

緊急時の支援が困難な場合を想定（Ｈ27 年度障害福祉サ

ービス等報酬改定に関するＱ＆Ａ（（平成 27 年 3 月 31

日厚生労働省障害福祉課事務連絡）問 59） 

 

※ 共同生活援助（退居後（外部サービス利用型）共同生活援

助サービス 費の支給 決 定を受けて いる者を 除 く。）、宿泊 型

自立訓練 の入居 者に係 る常時の 連絡体 制の整 備、緊急 時の

支援等については、通常、当該事業所の世話人等が対応する

こととなるため、対象外。 

 地域定着支援は「自立生活援助」とは併給できない。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)又 は (2)の 者 の う ち 医

療 観 察 法 の 対 象 と な る 者

に 係 る 支 援 に 当 た っ て は

保 護 観 察 所 と 連 携 す る こ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・  障 害 者 支 援 施 設 等 や

精 神 科 病 院 か ら 退 所 ・

退 院 し た 者 の 他 、 家 族

と の 同 居 か ら 一 人 暮 ら

し に 移 行 し た 者 や 地 域

生 活 が 不 安 定 な 者 等 も

含む。  
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第３ 地域相談支援給付費の支給単位  
１ 地域移行支援 

  地域移行支援は、訪問相談や同行支援、関係機関との調整等を

一体的に実施するものであることから、包括的にサービスを評価

し、毎月定額の報酬を算定する仕組みであり、その上で、特に支

援が必要となる場合等については、実績に応じて加算報酬を算定

する。   

 

◎毎月の包括的なサービスの評価＜体制届の提出が必要＞ 

※事業者が地域移行支援計画を作成しない場合や、利用者との対

面による支援を月に２日以上行わない場合には、所定単位数を

算定しない。 

 

地域移行支援 サービス 費（基本報酬）   

 
地域移行支援  

サービス費(Ⅰ) 

実績、職員の 配置及び 医療

機関等との連 携がなさ れて

いる事業所が 算定する  

3,613 

単位/月 

 
地域移行支援  

サービス費(Ⅱ) 

実績、職員の 配置及び 医療

機関等との連 携がなさ れて

いる事業所が 算定する  

3,157 

単位/月 

 地域移行支援  

サービス費(Ⅲ) 

上記以外の事 業所が算 定す

る 

2,422 

単位/月 

基本報酬の減算  

 虐待防止措置  

未実施減算  

①虐待防止委 員会を定 期的

に開催するこ とととも に、

その結果につ いて従業 者に

周知徹底を図 ること。  

②従業者に対 して、虐 待の

防止のための 研修を定 期的

に実施するこ と。  

③上記措置を 適切に実 施す

るための担当 者を置く こ

と。 

上記３点を実 施してい ない

場合 

×99/100 

 業務継続計画  

未策定減算  

①感染症や非 常災害の 発生

時において、 利用者に 対す

るサービスの 提供を継 続的

に実施するた めの、及 び非

常時の体制で 早期に業 務再

開を図るため の計画（ 業務

継続計画）を 策定する こ

と。 

②当該業務継 続計画に 従い

必要な措置を 講ずるこ と。 

上記２点を実 施してい ない

場合  

×99/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域移行支援 サービ ス

費(Ⅰ)（Ⅱ ）の 算 定要

件は別冊を参 照。算定

す る た め に は 札 幌 市

に加算の届出 が必要。

（ 札 幌 市 の ホ ー ム ペ

ージで入手可 能）  

 

・「月 2 日以上 」とい う

のは最低基準 であり、

基 準 省 令 で は 、「 お お

むね週に 1 回以上 、利

用者との対面 により」

支 援 を 行 わ な け れ ば

な ら な い と 記 載 さ れ

ている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務継続計画 未策定 減

算は令和 7 年 4 月 1

日から適用  
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◎特に支援が必要となる場合等の評価 

 情報公表  

未報告減算  

障害者総合支 援法第７ ６

条の３の規定 に基づく 情報

公表に係る報 告がされ てい

ない場合  

×95/100 

加算①  

 特別地域加算  

中山間地域等 に入院、 入所

等をしている 者に対し て支

援を行った場 合に算定  

＋15/100 

 

地域生活支援  

拠点等機能強 化  

加算 

 

＜体制届の提 出

が必要＞  

以下のいずれ かに該当 する

場合に加算す る。  

・計画相談支 援及び障 害児

相談支援（機 能強化型 基本

報酬（Ⅰ）又 （Ⅱ）を 算定

する場合に限 る。）と 自立

生活援助、地 域移行支 援及

び地域定着支 援のサー ビス

を一体的に運 営し、か つ、

地域生活支援 拠点等に 位置

付けられた相 談支援事 業者

等において、 情報連携 等を

担うコーディ ネーター を常

勤で１以上配 置されて いる

場合 

・計画相談支 援及び障 害児

相談支援（機 能強化型 基本

報酬（Ⅰ）又 （Ⅱ）を 算定

する場合に限 る。）、 自立

生活援助、地 域移行支 援及

び地域 定着支援に係る 複

数の事業者が 、地域生 活支

援拠点等のネ ットワー クに

おいて相互に 連携して 運営

されており、 かつ、地 域生

活支援拠点等 に位置付 けら

れた場合であ って、当 該事

業者又はネッ トワーク 上の

関係機関（基 幹相談支 援セ

ンター等）に おいて、 情報

連携等を担う コーディ ネー

ターが常勤で １以上配 置さ

れている場合  

※ 配置され たコーデ ィネ

ーター１人当 たり、本 加算

の算定人数の 上限を１ 月当

たり合計 100 回までと す

る。 

500 単位 

 初回加算  

地域移行支援 の利用を 開

始した月に算 定  

初回加算を算 定した後 に

病院や施設等 を退院、 退所

等し、その後 、再度病 院や

施設等に入院 、入所等 する

500 単位/月 

 

 

 

 

 

 

※ 特 別 地 域 加 算 の 対 象

とな る地 域  

厚 生 労 働 大 臣 が 定 め

る地域で、さま ざまな 法

令で定める離 島、特別 豪

雪地帯、過疎 地域など 。 

な お 、こ れ ら の 指 定地 域

の 一 覧 は 、北 海 道 総合 政 策

部 地 域 創 生 局 地 域 政 策 課

の サ イ ト で 確 認 す る こ と

が で き る 。  
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※体験宿泊加 算の日数 については、 利用開始 日及び終了日 の両方を 算

定できるもの であるこ と（留意事項 通知第三 の１(８)③） 

※体験 宿泊加 算につ い ては、 指定地 域移行 支 援事業 者が単 身での 生 活

を 希 望 し て い る 利 用 者 に 、 グ ル ー プ ホ ー ム と し て の サ ー ビ ス で は な

く 単 に グ ル ー プ ホ ー ム の 居 室 を 活 用 し て 体 験 的 な 宿 泊 支 援 を 提 供 し

た場合に加算 する。  

指定共同生活 援助事業 者が、グループ ホーム への入居を希 望してい

る者に、指定共 同生活 援助の支給決 定を受け た後、体験的に 指定共 同

生 活 援 助 を 提 供 し た 場 合 に は 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 者 が 「 共 同 生 活

場合は、当該 退院、退 所等

した日から再 度入院、 入所

等した日まで の間が３ 月間

以上経過して いる場合 に限

り再度初回加 算を算定 でき

る。 

 集中支援加算  

利用者との対 面による 支援

を１か月に６ 日以上実 施し

た場合に算定 する。  

ただし、退院 ・退所月 加算

が算定される 月は、加 算し

ない 

500 単位/月 

 
退院・退所月 加

算 

退院、退所等 をする日 が属

する月又はそ の日が月 の初

日等の場合は 退院、退 所等

をする日が属 する前月 に算

定できる。要 件に該当 する

場合は＋５０ ０単位  

2,700 

単位/月 

加算②  

 
障害福祉ｻｰﾋﾞｽの 

体験利用加算  

（Ⅰ）  

障害福祉サー ビスの体 験利

用を行った場 合、初日 から

５日まで算定  

500 単位/日 

 

 
障害福祉ｻｰﾋﾞｽの 

体験利用加算  

（Ⅱ）  

障害福祉サー ビスの体 験利

用を行った場 合、６日 から

15 日まで算定  

250 単位/日 

 

 体験宿泊加算  

（Ⅰ）  

一人暮らしに 向けた体 験的

な宿泊支援を 行った場 合に

算定 

300 単位/日 

 

 

体験宿泊加算  

（Ⅱ）  

夜間及び深夜 の時間帯 を通

じて必要な見 守り等の 支援

を行い、一人 暮らしに 向け

た体験的な宿 泊支援を 行っ

た場合に算定  

700 単位/日 

 

・体験宿泊加 算は（Ⅰ ）、（Ⅱ）を 合わせて 15 日以内 

・障害福祉サ ービスの 体験利用加算 （Ⅰ）（ Ⅱ）及び体験 宿

泊加算（Ⅰ） （Ⅱ）は 、地域生活支 援拠点等 としての機能 を

担い、連携担 当者を配 置している場 合は＋50 単位 

地域生活支援 点等の機 能を担う場合 は＜体制 届の提出が必 要＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・＋500 単位 の 要 件 は 、利

用 者 が 精 神 科 病 院 に 入

院 し た 日 か ら 起 算 し て

90 日 以 上 １年 未 満 の 期

間 内 に 退 院 し た 場 合 に

限 り 算 定  

 

 

・サ ー ビ ス の体 験 利 用 は 指

定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事

業 者 等 へ の 委 託 に よ り

行 う 。  

 

・体 験 的 な 宿泊 支 援 に つ い

て は 、指 定 障害 福 祉 サ ー

ビ ス 事 業 者 等 へ の 委 託

に よ り 行 う こ と が で き

る 。  
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援助サービス 費(Ⅳ)」（又は「外部 サービス 利 用型共同生活 援助サー ビ

ス費(Ⅴ)」若しくは「 日中サービス 支援型共 同生活援助費（Ⅳ）」）を

算定する。  

この場合、体 験宿泊加 算は算定しな い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加算③  

 

ピアサポート  

体制加算  

 

＜体制届の提 出

が必要＞  

障害者ピアサ ポート研 修に

おける基礎研 修及び専 門研

修の課程を修 了し、修 了し

た旨の証明書 の交付を 受け

た者を、次の 従事者と して

それぞれ常勤 換算方法 で

0.5 人以上配 置し、そ の旨

を公表し、配 置された 者の

いずれかによ り、事業 所の

従事者に研修 が年 1 回 以

上行われてい る場合に 算

定。 

・ 障害者又は障害者であっ

たと市長が認める者 

・ 管理者、相談支援専門員

その他従事する者  

100 単位/月   

 

居住支援連携  

体制加算  

 

＜ 体 制 届 の 提 出

が必要＞  

居住支援法人 又は居住 支援

協議会に対し て、月に １回

以上、必要な 情報共有 をし

た場合に算定 。  

35 単位/月 

 
地域居住支援  

体制強化推進  

加算 

居住支援法人 と共同し て、

協議会等に対 し、課題 を報

告した場合に 算定。  

500 単位/回 

（月一を限度 ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 提 供 実 績 記 録 票 に つ い

て  

 地 域 移 行支 援 、地 域 定 着

支 援 を 提 供 し た 場 合 、 月

毎 に そ れ ぞ れ 提 供 の 実 績

記 録 票 を 作 成 す る 必 要 が

あ る 。 様 式 は 札 幌 市 の ホ

ー ム ペ ー ジ を 参 照 の こ

と 。  

 

・地 域 移 行 支 援 提 供 実 績 記

録 票  

「 訪 問 相 談 」「 同 行 支 援 」

「 体 験 利 用 」な ど サ ー ビ ス

の 提 供 し た時 に 記 録 し 、利

用 者 か ら 同意 を 得 る 。  
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２ 地域定着支援 

  地域定着支援については、常時の連絡体制を確保するための報

酬を毎月定額で算定するとともに、緊急時の支援を行った場合に

支援日数に応じて実績払いにより評価する仕組みとする。 

 

 

 

 

地域定着支援 サービス 費（基本報酬 ）    

 体制確保費  315 単位/月 

 緊急時支援費  

(Ⅰ) 

利 用 者 の 障 害 特 性 に 起 因 し

て 生 じ た 緊 急 事 態 、 利 用 者

等 の 要 請 に 基 づ き 、 訪 問 等

に よ る 支 援 を 行 っ た 場 合 に

算定。  

734 単位/日 
地 域 生 活 支援 点

等 の 機 能 を担 う

場 合 は  

 ＋50 単 位  

 
緊急時支援費  

(Ⅱ) 

利 用 者 の 障 害 特 性 に 起 因 し

て 生 じ た 緊 急 事 態 、 利 用 者

等の要請に基 づき、深夜（午

後 10 時～午前 6 時） に電

話 に よ る 支 援 を 行 っ た 場 合

に算定。  

98 単位/日 

基本報酬の減算  

 虐待防止措置  

未実施減算  
※１地域移行 支援と同 様 ×99/100 

 業務継続計画  

未策定減算  
※１地域移行 支援と同 様 ×99/100 

 情報公表  

未報告減算  
※１地域移行 支援と同 様 ×95/100 

加算    

 

特別地域加算  

中 山 間 地 域 等 に 居 住 し て い

る 者 に 対 し て 支 援 を 行 っ た

場合に算定  

＋15/100 

地域生活支援  

拠点等機能強 化  

加算 

※１地域移行 支援と同 様 500 単位 

日常生活支援  

情報提供加算  

精 神 科 病 院 等 の 職 員 に 対 し

て 、 情 報 を 提 供 し た 場 合 に

算定。  

100 単位/回 

（月一を限度 ）

ピアサポート  

体制加算  
※１地域移行 支援と同 様 100 単位/月 

居住支援連携  

体制加算  
※１地域移行 支援と同 様 35 単位/月 

地域居住支援  

体制強化推進  

加算 

※１地域移行 支援と同 様 
500 単位/回 

（月一を限度 ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業 務 継 続 計画 未 策 定 減 算

は 令和 7 年 4 月 1 日 か

ら 適 用  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地 域 定 着 支 援 提 供 実 績 記

録 票  

「 緊 急 時 支援 」を 実 施 し

た 場 合 に 記録 す る 。緊 急

対 応 が な く 体 制 確 保 の

み の 場 合 は そ の 月 の 記

録 は 不 要  
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第４ 支給申請から地域相談支援給付費支払までの流れ 

 

 

  

相談支援事業者用➊  
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相談支援事業者用➋  
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区役所用➊  
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区役所用➋  
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区役所用➌  
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第５ 地域移行支援の実施について 

 地域移行支援の具体的取扱方針については、基準省令に規定さ

れている。以下１～４に主な項目を掲載するが、実施にあたって

はあらかじめ基準省令を参照すること。 

 

１ 地域移行支援計画の作成等（基準省令第 20 条・解釈通知第二

の 2(14)） 

  指定地域移行支援従事者は、利用者の意向、適性、障害の特性

その他の事情を踏まえた指定地域移行支援に係る計画（地域移行

支援計画）を作成しなければならない。 

（1）アセスメントの実施  

 ア 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当た

っては、適切な方法により、利用者について、その心身の状況、

そ の 置 か れ て い る 環 境 及 び 日 常 生 活 全 般 の 状 況 等 の 評 価 を 通

じて利用者の希望する生活や課題等の把握（アセスメント）を

行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に

配慮しつつ、利用者が地域において自立した日常生活又は社会

生 活 を 営 む こ と が で き る よ う に 支 援 す る 上 で の 適 切 な 支 援 内

容の検討をしなければならない。 

 イ 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利

用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切

に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並び

に判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

 ウ 指定地域移行支援従事者は、アセスメントに当たっては、利

用者に面接しなければならない。この場合において、指定地域

移 行 支 援 従 事 者 は 、 面 接 の 趣 旨 を 利 用 者 に 対 し て 十 分 に 説 明

し、理解を得なければならない。 

 

（2）地域移行支援計画の原案作成  

ア 指定地域移行支援従事者は、アセスメント及び支援内容の検

討結果に基づき、 

① 利用者及びその家族の生活に対する意向 

② 総合的な支援の方針 

③ 生活全般の質を向上させるための課題 

④ 地域移行支援の目標及びその達成時期 

⑤ 地域移行支援を提供する上での留意事項等 

を 記 載 し た 地 域 移 行 支 援 計 画 の 原 案 を 作 成 し な け れ ば な ら な

い。この場合において、当該指定地域移行支援事業所が提供す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地 域 移 行 支 援 計 画 「 原

案 」 に つ い て  

「 原 案 」と は 、本 人 又 は

家 族 か ら 文 書 に よ る 同

意 を 得 る 前 の も の を い

う。同 意 さ れ た 時 点 で 地

域 移 行 支 援 計 画 が 完 成

す る 。  

 計 画 相 談 支 援 の サ ー

ビ ス 等 利 用 計 画 の よ う

に 計 画 案 、本 計 画 の 2 回

同 意 を 得 る必 要 は な い 。 
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る 指 定地 域 移 行 支 援 以 外 の保 健 医 療 サ ー ビ ス 又は 福 祉 サ ービ

ス と の連 携 も 含 め て 地 域 移行 支 援 計 画 の 原 案 に位 置 付 け るよ

う努めなければならない。 

 イ 指定地域移行支援従事者は、計画作成会議（地域移行支援計

画の作成に当たり、利用者及び当該利用者に係る障害者支援施

設等、精神科病院、救護施設等又は刑事施設等における担当者

等を招集して行う会議をいい、テレビ電話装置その他の情報通

信機器（テレビ電話装置等）を活用して行うことができる）を

開催し、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認すると

ともに、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めな

ければならない。 

 ウ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成に当た

っては、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用

者の同意を得なければならない。 

  

（3）利用者への計画の交付と作成後の見直し 

 ア 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画を作成した際

には、当該地域移行支援計画を利用者及び当該利用者に対して

指定計画相談支援を行う者に交付しなければならない。 

 イ 指定地域移行支援従事者は、地域移行支援計画の作成後にお

いても、適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じ

て地域移行支援計画の変更を行うものとする。 

 

２ 相談及び援助（基準省令第 21 条・解釈通知第二の 2(15)） 

（1）面接 

 指定地域移行支援事業者は、利用者に対し、 

① 住居の確保 

②  そ の 他 の 地 域 に お け る 生 活 に 移 行 す る た め の 活 動 に 関 す

る相談 

③ 外出の際の同行 

④ 障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及

び就労継続支援に限る。）の体験的な利用支援、 

⑤ 体験的な宿泊支援 

⑥ その他の必要な支援 

を提供する。提供するに当たっては、利用者の心身の状況、そ

の 置 かれ て い る 環 境 及 び 日常 生 活 全 般 の 状 況 等の 的 確 な 把握

に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ サ ー ビ ス を 提 供 し た 都

度 、「 地 域 移 行 支 援 提 供

実 績 記 録 票 」に 支 援 実 績

を 記 録 し 利 用 者 か ら 同

意 を 得 る 。（ ７ ペ ー ジ 解

説 参 照 ）  
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（2）実施頻度 

   指定地域移行支援事業者は、利用者に対して前項の支援を提

供するに当たっては、おおむね週に１回以上、利用者との対面

により行わなければならない。少なくとも、１か月に２回、行

わなければばらない。 

 

３ 障害福祉サービスの体験的な利用（基準省令第 22 条・解

釈通知第二の 2(16)） 

   指定地域移行支援事業者は、障害福祉サービスの体験的な利用

支援について、指定障害福祉サービス事業者等への委託により行

うものとする。 

 

４ 一人暮らしに向けた体験的な宿泊（基準省令第 23 条・解釈通

知第二の 2(17)） 

（1）指定地域移行支援事業者は、体験的な宿泊支援について、指

定障害 福祉 サー ビス 事業者 等へ の委 託に より行 うこ とが でき

る。 

 

（2）利用者が体験的な宿泊を行うために必要な広さの居室を有す

るとともに、体験的な宿泊に必要な設備及び備品等を備えてい

ること。 

 

（3）体験的な宿泊は、衛生的に管理された場所において行わなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・グ ル ー プ ホー ム の 宿 泊 体

験 と は 意 味 づ け が 違 う

の で 注 意（ ６ペ ー ジ か ら

の 体 験 宿 泊 加 算 の 解 説

参 照 ）  
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５ 地域移行支援の流れのイメージ   

時期 支援内容 

【初期段階】 ○  地 域 移 行 支 援 計 画 の 作 成 （ 利 用 者 の 具 体 的 な

意向の聴 取や、 精神科 病院・入 所施設 等の関 係

者との個別支 援会議の 開催等を踏ま えて作成 ） 

○  対 象 者 へ の 地 域 生 活 移 行 に 向 け た 訪 問 相 談 、

利用者や家族 等への情 報提供等（信 頼関係構 築 、

退院に向けた 具体的イ メージ作り）  

【中期段階】 ○  対 象 者 へ の 訪 問 相 談 （ 不 安 や 動 機 づ け の 維 持

のための相談 ）  

○  同 行 支 援 （ 地 域 生 活 の 社 会 資 源 や 公 的 機 関 等

の見学、障害 福祉サー ビス事業所の 体験等）  

○ 自 宅へ の外 泊、一 人暮 らし に向 けた 体 験 宿泊、

共同 生活 援助 （グ ル ー プホ ーム ）等 の体 験 利 用  

○  関 係 機 関 と の 連 携 （ 精 神 科 病 院 ・ 入 所 施 設 等

との個別支援 会議開催 や調整等）  

【終期段階】 ○ 住居の確 保の支援（退院・退所後の住 居の 入居

手続きの支援 ）  

○ 同行支援（ 退院・退所後に必要 な物品の 購入、

行政手続き等 ）  

○ 関係機関 との連携・調整（退院・退所 後の 生活

に関わる関係 機関との 連絡調整）  

 

・指 定 地 域 移行 支 援 事 業 者

は 、当 該 指 定地 域 移 行 支

援 を 提 供 した 際 は 、当 該

地 域 移 行 支援 の 提 供 日 、

内 容 そ の 他 必 要 な 事 項

を 、当 該 地 域移 行 支 援 の

提 供 の 都 度 記 録 し な け

れ ば な ら ない（ 基 準 省 令

第 15 条 第 1 項 ）  

 

・利 用 者 に 地域 移 行 支 援 を

提 供 し た 場合 、以 下 の 記

録 を 整 備 し 提 供 し た 日

か ら 5 年 間 保 存 し な け

れ ば な ら な い 。（ 基 準 省

令 第 38 条 第 2 項、以 下

の 条 文 は 全 て 基 準 省 令

の も の ）  

 第 15 条 第 1 項 に 規 定

す る 提 供 し た 地 域 移

行 支 援 に 係 る 必 要 な

事 項 の 提 供の 記 録  

 地 域 移 行 支援 計 画  

 第 25 条 の 規定 に よ る

市 町 村 へ の 通 知 に 係

る 記 録（ 不 正等 に つ い

て の 記 録 ）  

 第 35 条 第 2 項 に 規 定

す る 苦 情 の 内 容 等 の

記 録  

 第 36 条 第 2 項 に 規 定

す る 事 故 の 状 況 に 際

し て 採 っ た 処 置 に つ

い て の 記 録  
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第６ 地域定着支援の実施について 
地域定着支援の実施にあたっては、地域移行支援と同様、基準

省令を参照すること。以下に主な項目を掲載。 

 

１ 地域定着支援台帳の作成等（基準省令第 42 条・解釈通知第三

の 2(2)） 

（1）指定地域定着支援従事者は、 

① 利用者の心身の状況、その置かれている環境 

② 緊急時において必要となる当該利用者の家族等 

③ 当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業者等 

④ 医療機関その他の関係機関の連絡先 

⑤ その他の利用者に関する情報 

を記載した指定地域定着支援に係る台帳（地域定着支援台帳）を

作成しなければならない。 

 

（2）指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成に当た

っては、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮し

つ つ 、 適 切 な 方 法 に よ り ア セ ス メ ン ト を 行 わ な け れ ば な ら な

い。 

 

（3）指定地域定着支援従事者は、アセスメントに当たっては、利

用者に面接して行わなければならない。この場合において、指

定地域定着支援の職務に従事する者は、面接の趣旨を利用者に

対して十分に説明し、理解を得なければならない。 

 

(４) 指定地域定着支援従事者は、アセスメントに当たっては、利

用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切

に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並び

に判断能力等について丁寧に把握しなければならない。 

 

（5）指定地域定着支援従事者は、地域定着支援台帳の作成後にお

いても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行い、必要に応じ

て地域定着支援台帳の変更を行うものとする。 

 

２ 常時の連絡体制の確保等（基準省令第 43 条・解釈通知第三の

2(3)） 

（1）常時の連絡体制の確保  

 指定地域定着支援事業者は、利用者の心身の状況及び障害の

 

・基 準 省 令 第 45 条「 第 5

条 ～ 第 18 条 ま で 、第 25

条 ～ 第 38 条ま で の 規 定

は 、指 定 地 域定 着 支 援 の

事 業 に つ いて 準 用 す る 。

（ 以 下 略 ）」とあ る の で 、

届 出 、 通 知、 苦 情 解 決 、

記 録 の 作 成 保 存 な ど に

つ い て は 基 準 省 令 を 確

認 す る こ と。  
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特性等に応じ、適切な方法により、当該利用者又はその家族と

の常時の連絡体制を確保するものとする。 

  ※ なお、常時の連絡体制の確保は、夜間等に職員を配置す

る他、携帯電話等により利用者又はその家族との常時の連絡

体制を確保する方法によることも可能である。 

  

（2）利用者宅への訪問 

   指定地域定着支援事業者は、適宜利用者の居宅への訪問等を

行い、利用者の状況を把握するものとする。 

 

３ 緊急の事態への対 処等（基準省令 第 44 条・解釈通知 第三 の

2(4)） 

  地域定着支援を行う事業者は、緊急事態への対処等のため次の

事項を行う必要がある。 

（1） 利用者の特性に起因して生じた緊急の事態が生じた場合その

他必要な場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等によ

る状況把握を行わなければならない。 

 

（2）上記（1）の当該利用者が置かれている状況に応じて、当該利

用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業

者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在

に よ る 支 援 そ の 他 の 必 要 な 措 置 を 適 切 に 講 じ な け れ ば な ら な

い。 

 

（3） 滞在による支援については指定障害福祉サービス事業者等に

委託することができる。 

 

（4） 滞在による支援を行うために必要な広さの区画を有するとと

もに必要な設備及び備品等を備えなければならない。 

 

（5）滞在による支援を行う場所を衛生的に管理しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 利 用 者 の 特 性 に 起 因 し

て 生 じ た 緊急 の 事 態  

 例 え ば、単 に「 鍵 を な く

し て 部 屋 に 入 れ な い の

で 何 と か して ほ し い 」と

い う 連 絡 が入 っ た 場 合 、

特 性 に 起 因 し た と は 言

え な い が 、知的 障 が い な

ど で 鍵 を な く し た こ と

に よ り パ ニ ッ ク に な る

な ど が あ れ ば 該 当 す る

場 合 が あ りう る 。  
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第７ 地域相談支援給付費の請求に係る留意点  
  札幌市では、障害福祉サービスと同様に、地域相談支援給付費についても、支払事務を、

「国民健康保険団体連合会」（国保連）に委託している。 

相談支援事業者は、地域相談支援給付費の請求を国保連に行う。 

国保連では、電子データにより請求を受け付けており、所定の様式に必要な情報を入力し

て送信する。 


